
６０条証明申請添付書類
Ｒ８．４現在

１ 申請書類等

１）開発行為または建築に関する証明申請書（正本１部 副本１部）

２）職業を証する書類（農業経営証明等）又は、公益施設であることを証する書類（法第２９

条第１項第３号、政令第２１条に定める施設である証明等）

３）土地登記簿の全部事項証明書（申請地分。場合により隣地分及び家屋分を添付）

※ 線引き時点（昭和４５年７月３１日。旧関宿町分においては昭和６０年１２月２７

日）の記載がない場合は、土地及び建物の閉鎖登記簿謄本をあわせて

添付すること。

４）土地所有者の承諾書

・申請者と土地所有者が異なる場合、土地所有者の実印及び印鑑証明書添付。

５）公共施設管理者等同意書（占用許可、施行承認、排水同意等の申請を必要とする場合）

６）申請者住民票（世帯全員分、法人の場合は法人登記簿謄本）

７）評価証明書（土地・家屋、直近のもの）

※ 第三者の交付請求には、委任状が必要となります。

８）建築理由書（建築物並びにその理由・使用に関する説明）

９）委 任 状

１０）その他必要な図書（下記の図書等を必要に応じて添付してください）

・道路境界確定図

・農地転用許可申請書の写し又は、非農地証明書の写し。若しくは、申請書の写し（申請

書の写しは、受付印のあるもの）

・宅地要件判定書類（線引き前より宅地であった土地であることを証する書類等）

昭和４５年都市計画図（旧関宿町分は昭和６０年都市計画図）

昭和４５年航空写真 （旧関宿町分は昭和６０年航空写真）

２ その他注意事項

・予定建築物の用途等の欄には建築面積、延べ面積及び建築物の構造を記入すること。

・申請時の不動産証明に記載されている建築物については、現況平面図の建築物と対応させ、

建築確認申請等法的手続きの有無（手続きがある場合については、その内容）を記入してく

ださい。なお、未手続きの建築物等がある場合には始末書（実印及び印鑑証明書添付）。

・地目が農地である場合は、農地法（農地転用許可、非農地証明）の手続きが必要となります。

※ 敷地拡張がある場合は、農地転用許可が必要となります。

・道路の境界は確定させておいてください。また、道路占用許可等が必要な場合は、許可等を

得てください。

・新築、増築等にかかわらず土地改良区にて流末排水同意について協議が必要かを確認してく

ださい。（所管される土地改良区については、農政課にて確認してください。）

（裏面に続く）



添付図面

１）位置図（１／１０，０００・１／２０，０００又は１／２５，０００の都市計画図の写し）

※ 縮尺、方位、敷地の位置を記入………都市計画課の窓口にて販売可

２）区域図（１／２，５００の都市計画図）

※ 縮尺、方位、敷地の位置を記入………都市計画課の窓口にて販売可

３）公図写し（１／６００又は、１／５００）

※ 縮尺、転写日、転写場所、方位記入のこと。

※ 申請地及び隣地の土地の地番を記入したもの。

※ 一筆の土地の一部を申請地にする場合は、その境界線を表示すること。

４）土地利用計画図（１／１００以上）

※ 敷地の境界、建築物の位置、境界杭の種類、放流先の名称【同意書含む】

建築基準法上の道路種別、市道の号線名及び幅員明記

５）現況図（１／１００以上）

６）敷地現況断面図及び計画断面図（１／１００以上）

※ ２面以上

７）給水・排水計画図（１／１００以上）

※ 給水・排水施設【雨水施設含む】の位置を明記すること。

８）求積図（１／１００以上）

※ 道路後退がある場合は、後退部分も別途求積すること。

９）擁壁構造図（１／５０以上）

※ １ｍ以上は、構造計算書を添付すること。

注 １ｍ未満については、土地利用計画図に構造（例：重量ブロック積み○

○段）及び見え高（Ｈ＝○○ｃｍ）の記載のみとする。なお、ブロック

積みの場合は３段かつ６０ｃｍ以下とすること。

※ 既存に擁壁がある場合は、添付資料について別途協議を要する。

１０）既存建築物の平面図及び立面図及び求積図（各階平面図及び求積図、２面以上の立面図）

※ 建築確認申請に添付するものに準ずる。

※ 不動産証明（家屋）と確認できるよう各々、番号等を明示すること。

１１）予定建築物の平面図及び立面図及び求積図（各階平面図及び求積図、２面以上の立面図）

※ 建築確認申請に添付するものに準ずる。

１２）浄化槽認定シート（浄化槽使用の場合に添付）

１３）各種構造図（雑排水桝、雨水桝、浸透槽、蒸発散装置【認定証の写し。又は、認定番号を

明示】等を必要に応じて添付すること）

※ 各種図面には、設計者の記名をすること。


